
協議第１８号  
 
   合併協定項目一括提案について  

 
以下の協定項目について、次のとおり一括提案する。  

 
１・２ 略 

 

３ 特別職の職員の身分の取扱い 

 

（１） 市長のほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長を

置く。 

① 人数及び任期は法令の定めるところによる。 

② 給与は現行給与額をもとに合併時に再編する。 

（２） 行政委員会（農業委員会を除く。）の委員数及び任期につ

いては、各法令の定めるところによる。報酬は、現行報酬額

をもとに合併時に再編する。 

（３） 審議会、委員会等の附属機関については、次のとおりとす

る。 

① １市３町のいずれかに設置されているものは、合併時に再

編する。 

② 人数、任期及び報酬額については、現行の制度をもとに合

併時に再編する。 

（４） その他の非常勤の特別職は、新市において引き続き設置す

る必要のあるものは、現行の任期、報酬額をもとに調整し、

新市において新たに設置する。 

（５） 新市の市長の職務執行者については、１市３町の長が別に

協議して定める。 

 

 



４～２１ 略  
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